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「チョイススクリーン」表示開始に伴うフィルタリングサービスへの

影響に関する周知について 

 
 

 平素より、本市立学校園の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。 

昨年 12 月 18 日、公正取引委員会が所管するスマートフォンにおいて利用される

特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律（令和 6 年法律第 58 号。以下「ス

マホ法」といいます。）が全面施行され、スマホ法に基づく指定事業者（Apple 社及

び Google 社）の義務として、スマートフォン端末において「チョイススクリーン

（選択画面）」の表示が開始されました。ご利用のフィルタリングサービスへの影

響等につきまして、別添のリーフレットをご参照ください。 






